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経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

南牧村商工会（法人番号 2100005003457） 

南牧村   （地方公共団体コード 203050） 

実施期間 令和 6年 4月 1日～令和 11年 3月 31日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

【目標①】小規模事業者が、自発的に、自社の強みを前面に打ち出した独自のサービス

やメニュー及び技術等のオリジナルのサービスを提供することを目指す 

【目標②】小規模事業者が、ITを活用して地域に縛られず商圏を拡大し、安定的な経営

を行うことを目指す 

【目標③】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題

を設定した上で、地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体

での持続的発展の取組を図る 

事業内容 

I．経営発達支援事業の内容 

３.地域の経済動向調査に関すること 

小規模事業者が今後の事業展開を検討する際の基礎資料とすることを目的に、「経

済動向調査」を実施・公表し、地域の状況（経営環境の変化等）を周知する。 

４.需要動向調査に関すること 

小規模事業者の独自のサービスやメニュー等の開発に向けて、消費者ニーズや顧客

ニーズを把握・活用することを目的に、「観光客向け商品調査」を支援する。 

５.経営状況の分析に関すること 

経営の本質的な課題や“強み”を事業者自らが認識することを目的に、経営分析（財

務分析・非財務分析の双方）を支援する。 

６.事業計画策定支援に関すること 

「地域の経済動向調査」や「経営状況の分析」及び「需要動向調査」の結果を踏ま

えたうえで、小規模事業者の事業計画の策定を支援する。 

７.事業計画策定後の実施支援に関すること 

前項で策定したすべての事業計画を四半期毎にフォローアップすることで、事業者

の売上や利益の増加を実現する。 

８.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者の新たな需要開拓を目的に、「商談会の出展支援」や「SNS勉強会によ

る販売促進支援」、「カタログによる販売促進・ビジネスマッチング支援」による販路

開拓の個社支援を実施する。 

連絡先 

南牧村商工会 

〒384-1302 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口 966番地の 17 

TEL: 0267-96-2134 FAX: 0267-91-4350  

E-mail: m-shoko@minamimaki.or.jp 

 

南牧村 産業建設課 商工観光係 

〒384-1302 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口 1051 

TEL: 0267-96-2211 FAX: 0267-96-2158 

E-mail: shouko@vill.minamimaki.nagano.jp 
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カ 産業 

(a)業種別の事業所数（小規模事業所数）の推移 

当村の平成 24 年の事業所数は 140 社、令和 3 年の事業所数は 139 社である。 

 小規模事業所数は平成 24 年が 103 者、令和 3 年が 92 者であり、9 年間で 10.7％減少している。産

業別にみると、建設業や製造業の減少率が高くなっている。一方、医療、福祉や卸・小売業など、小

規模事業所数が増加している業種もみられる。 

■南牧村の業種別の事業所数及び小規模事業所数 

建設 製造
情報
通信

卸・
小売

宿泊・
飲食

医療、
福祉

他サー
ビス

その他 計

平成24年
事業所数 15 6 0 27 38 6 35 13 140
小規模事業所数 15 5 0 15 30 3 23 12 103

平成28年
事業所数 11 5 0 31 40 6 29 12 134
小規模事業所数 11 4 0 18 32 1 23 10 99

令和3年
事業所数 9 4 0 35 36 11 32 12 139
小規模事業所数 8 3 0 17 28 4 23 9 92

増減(令和3年-平成24年）
事業所数 △6 △2 0 8 △2 5 △3 △1 △ 1

増減割合 △40.0% △33.3% - 29.6% △5.3% 83.3% △8.6% △7.7% △0.7%
小規模事業所数 △7 △2 0 2 △2 1 0 △3 △ 11

増減割合 △46.7% △40.0% - 13.3% △6.7% 33.3% 0.0% △25.0% △10.7%  
出典：総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」より一部加工 

 

(b)業種別の現状と課題（経営課題） 

ⅰ_商業（飲食・サービス業） 

長野県佐久市から山梨県韮崎方面に繋がる幹線道路として国道 141 号線があるため、交通の便は

他の村地域よりは良いが、コンビニエンスストアの出店により、既存の小規模小売店の廃業がみら

れた。村内には、飲食料品店、薬局、ガソリンスタンド、農機具販売店、個人商店、土産小売、野

菜小売、乳製品小売が点在しているのが現状である。また、宿泊・飲食業については、事業主の高

齢化が進んでおり、事業承継が近々の課題である。事業承継問題に取り組まないと、廃業が増加す

る可能性がある。併せて、季節変動の大きな宿泊業を中心に、雇用確保も非常に厳しい状況である。

繁忙期雇用については出稼ぎ労働者等で対応している事業者も多くいるが、出稼ぎ者労働者自体も

高齢化が進み人材確保に苦慮している。 

 

ⅱ_工業（建設業・製造業） 

製造業については、野辺山高原で育った牛からとれる乳を活用した、牛乳・ヨーグルト、アイス、

チーズケーキ等を製造する事業者が堅調である。建設業では、土木建設分野が最も多く、道路や河

川の改修等公共事業請負を主体とする傍ら、農地の整備需要も多い事から、村内人口に対して事業

所数は比較的多めとなっている。しかし、事業数調査データから読み取ると、事業所数は減少して

いる。この理由として、事業主の高齢化に対して事業承継が進まずやむなく廃業する事業所があげ

られる。また、木材建築は昨今の住宅メーカー同士の競争激化により顧客受注を失うケースも目立

っている。 

 

ⅲ_観光(関連)業 

当村は、首都圏からのアクセスの良さ、夏季の冷涼な気候、日本一標高が高い JR 野辺山駅や、

日本一高所にある露天風呂（本沢温泉）、八ヶ岳連峰、飯盛山（めしもりやま）、日本三選星名所に

指定された星空など豊富な観光資源を有する。しかし、長引く景気低迷や、隣接する山梨県清里高

原の衰退、令和 2 年新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受け、観光客の入込み数は年々

減少傾向にあり、長野県観光地利用者統計調査によると平成 17 年には 33 万人、平成 28 年には 30
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万人、令和 3 年は 17 万人と減少している。特に冬季の誘客の術であった村内スキー場が、平成 20

年に閉鎖した影響は大きい。また、隣接する市町村にも大型ショッピングモールや大型ホテル等が

多数進出してきたことにより村民及び観光客の消費環境が変化し、集客・売上の減少が継続的に続

いており、経営環境は依然として厳しい状況にある。併せて、令和 5 年春に新型コロナウイルス感

染症部類変更に伴い緩和され、入込数は増加傾向にあるが、受け手である事業場の従業員不足が続

いており、売上を確保していく事が困難な状況下である。原油高・資材高騰もあり、売上について

はコロナ前に近づきつつあるものの仕入・固定費が経営を圧迫している状況が続いている。 

 

ⅳ_農業 

冷涼な気候による最適な環境下で栽培されるレタス・白菜・キャベツ・サニーレタスをはじめと

した野菜の生産が盛んで、特に野辺山高原は全国的にも有名な高原野菜の産地である。平成 22 年

10 月時点では、就業者のうち第 1 次産業（農林漁業）に従事している人の割合が 60.9％と、長野

県内で 2 番目に高い状況となっている。 

村内のいたるところから見られる野菜畑と八ヶ岳の景観は当村を象徴する景観である。ほとんど

の農家で後継者が従事しており、その結果、村の生産人口割合も高くなっている。冬季（12 月～3

月）は寒冷で農作業ができないことから、一年分の仕事量が集中する春から秋にかけて猛烈な繁忙

となる。したがってその期間の労働力を外国人研修生に頼ることになり、それが村内に滞在する外

国人の増加に繋がっている。これからの農業を真剣に考え取り組んでいる後継者が当村には多く、

本来、農業者は農協で様々な支援を受けるべきところ、当村の後継者においては、減価償却資産即

時償却を受けられる経営力向上計画取得支援の相談、固定資産減免のための先端設備導入計画取得

支援の相談、中小機構の小規模企業共済や経営セーフティー共済の加入相談、外国人研修生労働保

険制度、福利厚生相談等、様々な活用での商工会への相談利用があるのが特徴である。 

 

キ 今後 5 年間における小規模事業者の経営環境の変化（大型店の開店） 

 令和 5（2023）年 5 月に野辺山地区に大型のホームセンター（売場面積 999 ㎡）が開店した。これに

より、消費者は、工具・金物、建築資材や農業資材など仕事に必要な商品から、家庭用品、ペット用品、

園芸用品など暮らしを支える商品を安価で購入できるようになった。また、村外からの幅広い集客とと

もに、新たな雇用の受け皿となることが期待されている。 

 一方、小規模小売店（園芸用品の小売店）などは競争が激化することで今まで以上に厳しい経営環境

に置かれることが予測されている。 

 

ク 南牧村第 5 次総合計画 

「南牧村第 5 次総合計画（平成 26 年度～令和 5 年度）」の商工・観光部分は下表のとおりである。後

期基本計画を小規模事業者支援の視点でみると、 

(a) 新たなチャレンジを支援するための取組の推進、 

(b) 地域課題の解決に向けた取組に対する支援の充実、 

(c) 経営の安定化に向けた支援の充実、などが取組として掲げられている。 

なお、本計画は令和 5 年度を期限とするため、現在、第 6 次総合計画を策定中であるが、商工・観光

部分については大きな方針転換は行われない予定である。 

■基本構想（平成 26 年度～令和 5 年度） 

むらの将来像 安心・安全 野菜村 自然いっぱい 野菜も大盛り 星空が見守る 南牧 

むらづくりの 

基本理念及び基本政策 

（商工・観光部分） 

理念 1 “南牧村らしさ”を伸ばす 

基本政策 1 豊かな自然と美しい景観の保全 

基本政策 2 活力と賑わいのある産業づくり 

■後期基本計画（平成 31 年度～令和 5 年度） 

1-2 観光業・商工業 

施策 4 特色を活かした観光業・商工業の振興 

施策 5 観光交流拠点・イベントの充実と情報発信 

施策 6 商工業経営支援の充実 
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1-3 雇用・就労 

 施策 7 雇用の場の創出・確保 

 施策 8 多様な働き方の創出 

 

②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

まず、人口をみると、当村の人口は減少傾向が続いており、今後も減少傾向が続くことが見込まれてい

る。小規模事業者においては、人口減少による村内消費の減衰への対応が課題となる。 

さらに、年齢 3 区分別人口をみると、高齢化率が上がり消費構造が変化していくことから、この変化へ

の対応が課題となる。また、生産年齢人口の減少が見込まれ、今まで以上の労働力不足となること予想さ

れることから、労働力確保への取組が課題となる。 

特産品では、当村は農業の村であり、標高 1,000～1,500m の冷涼な気候という特長を活かし、高原野菜

や乳製品といった特産品がある。小規模事業者においてもこれら特産品を活用した商品の開発・販売が期

待されている。 

観光面では、雄大な景観の八ケ岳、清涼な千曲川、JR 鉄道最高地点、日本のおへそ、本沢温泉露天風呂

など幾つもの名所がある。近年は、日本三選星名所に選ばれ、星空の美しい村としてもアピールしている。

これらの観光資源を目当てに平時では 20～30 万人の観光客が訪れるため、小規模事業者にとってもこの

観光需要の獲得が課題となる。 

小規模事業者数は、平成 24 年が 103 者、令和 3 年が 92 者であり、9 年間で 10.7％減少している。産業

別にみると、建設業や製造業の減少率が高くなっている。地域活力維持のためには、村内事業所数の維持

も重要であるため、創業の促進や廃業の抑制（事業承継等）が地域としての課題となっている。 

当会が考える業種別の課題をみると、商業では、コンビニエンスストアや大型店との差別化、宿泊・飲

食業での事業承継、宿泊業における雇用確保（特に季節労働者の確保）、工業では、野辺山高原で育った

牛からとれる乳を活用した乳製品の村外への販路拡大、建設業での事業承継、木材建築における住宅メー

カーに対する競争力強化、観光業では、隣接する市町村への大型ショッピングモールや大型ホテル等の進

出に対する観光客の消費環境の変化への対応、労働力の確保、原油高・資材高騰への対応などが課題であ

る。 

また、今後 5 年間で小規模事業者の経営環境に影響を与える出来事をみると、令和 5（2023）年 5 月に

野辺山に大型のホームセ ターが開店したことに伴う、主に小規模小売店（園芸用品の小売店）の対応が

課題となる。 

 

(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10 年程度の期間を見据えて 

 当村では、事業主の高齢化によって廃業を余儀なくされる商工業者が多く、平成 24 年から令和 3 年ま

での期間をみても小規模事業者の減少率が 10％強に達している。地域活力の維持のためには、既存事業者

の経営力強化や事業承継が促進され、事業所数の減少を少しでも抑える必要がある。 

これを実現するため、小規模事業者が自発的に自社の強みを前面に打ち出した独自のサービスやメニュ

ー及び技術などのオリジナルのサービスを提供することや、DX（デジタルトラ スフォーメーショ ）を

活用して地域に縛られず商圏を拡大し安定的な経営を行うことが必要である。そこで、これらを実現して

いる姿を、10 年後の小規模事業者のあるべき姿と定める。 

当会としても、商工会のスローガンである「行きます。聞きます。提案 ます。 の中の『提案します』

を改めて重点項目と位置づけ、支援先の一社一社が成長するために必要な自助努力を後押ししていくこと

を支援のあるべき方向性とする。 

上記に向けて、巡回・窓口相談を改めて原点に立ち戻り行うことで、既存事業者の課題を洗い出し、新

たな取組を行いたい者に対しては、新たな取組を実施できるように提案しながら後押しする。また、各関

係機関とのネットワークを活かし、伴走型支援として小規模事業者の新たな需要の開拓を推進していく。

その為に、各種調査を基にした経済動向と経済分析による経営課題を把握し、課題解決のための事業計画

策定及び実施を支援し、事業者の自発的な PDCA サイクルを機能させ、市場動向や消費者ニーズの把握に

より顧客ニーズに合った新商品・サービスの開発や IT 等の活用を取り入れた販路拡大、収益力向上等に
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よる経営基盤と強化と安定化を支援していく。 

 

②南牧村第 5 次総合計画との連動性・整合性 

南牧村の「南牧村第 5 次総合計画」では、新たなチャレンジを支援するための取組の推進（以下、新た

なチャレンジの推進）、地域課題の解決に向けた取組に対する支援の充実（以下、地域課題の解決）、経営

の安定化に向けた支援の充実（以下、経営の安定化）などを掲げている。 

前項『①10 年程度の期間を見据えて』で記載した、「小規模事業者が自発的に自社の強みを前面に打ち

出した独自のサービスやメニュー及び技術などのオリジナルのサービスを提供すること や「DX（デジタ

ルトラ スフォーメーション）を活用して地域に縛られず商圏を拡大し安定的な経営を行うこと」を実現

することは、南牧村の掲げる、新たなチャレンジの推進、地域課題の解決、経営の安定化に寄与するため、

連動性・整合性がある。 

 

③商工会としての役割 

当会は、地域の総合経済団体として、昭和 36 年の設立以降、経営指導員 1 名、補助員 1 名の 2 名体制

で、税務、金融、労務など基礎的な経営改善普及事業を中心に取り組む一方、村イベントや商品券販売な

どの地域貢献及び地域振興事業も展開しながら、地域経済の発展と振興に尽力している。 

近年、管内の小規模事業者が抱える課題は多様化しており、事業者自身の努力だけでは対処できない案

件が増えてきている。課題解決に向けた事業計画の策定などは、小規模事業者にとって高いハードルであ

るため、商工会は小規模事業者支援機関として絶対の強みである地域の事業者や創業者との接点が近いこ

とを活かし、従来の基礎的な経営支援を踏まえつつ、伴走してハードルをクリアするための支援を実施す

ることや、行政や他の支援機関、専門家等と小規模事業者の間に立ち、コーディネーターとして課題解決

に取組むといった小規模事業者に寄り添った伴走型支援が求められている。 

第 2 期経営発達支援計画では、以下の目標を掲げ、小規模事業者支援を実施してきた。今後は第 3 期経

営発達支援計画を定め、小規模事業者の活性化に向けて全職員一丸となり取り組む。 

目標（第 2 期経営発達支援計画） 

①夏季のアウトドア、冬季のシクロクロスレースを中心に年間を通じた新商品・新サービスの開発に

よる小規模事業者の持続的発展を目指す。 

②創業・第 2 創業・事業承継支援の強化を図り、地域に密着した事業活動が図れるよう支援し、管内

の小規模事業者数減少に歯止めをかける。 

③基幹産業である観光産業に牽引されている当村の商工業発展に寄与するため、近年増加傾向にある

外国人観光客を小規模事業者が受け入れるための体制づくりを支援し、国際的な観光地としてのお

もてなし事業者の育成に取組む。 

 

(3)経営発達支援事業の目標 

(1)地域の現状及び課題、(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえた上で、今後 5 年間

の事業実施期間で取り組む下記の 3 つの目標を設定する。 

〈目標〉 

【目標①】小規模事業者が、自発的に、自社の強みを前面に打ち出した独自のサービスやメニュー及び技

術などのオリジナルのサービスを提供することを目指す 

【目標②】小規模事業者が、IT を活用して地域に縛られず商圏を拡大し、安定的な経営を行うことを目指

す 

【目標③】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、

地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 

〈地域への裨益目標〉 

上記【目標①】～【目標③】により、小規模事業者の経営力が強化され、事業所数の減少を抑えるこ

とで、むらの活力と賑わいを維持する。また、小規模事業者が成長・発展することで、雇用の場の創出・

確保が実現することを目指す。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 
【目標①】 

小規模事業者が、自発的に、自社の強みを前面に打ち出した独自のサービスやメニュー及び技術などの

オリジナルのサービスを提供することを目指す 

 
【目標①達成のための方針】 

小規模事業者が、自社の強みを前面に打ち出した独自のサービスやメニュー及び技術などのオリジナル

のサービスを提供するために、まずは経営分析により各事業者の現状（経営状況）を明らかにする。経営

分析では、財務データ等からみえる表面的な経営課題だけでなく、事業者との対話と傾聴を通じて経営の

本質的な課題を事業者自らが認識することに重点を置く。同時に、「経済動向調査（景気・消費・需要等

動向に関する情報の収集・整理）」を通じて外部環境を整理する。 

次に、分析結果を活用しながら、自社の強みを活かした経営の方向性を定め、結果を事業計画にまとめ

る。さらに、策定後は伴走型でフォローアップを行い、事業計画を実現させる。 

加えて、独自のサービスやメニュー等の開発にあたっては、「観光客向け商品調査 を実施し、調査結

果を基に商品のブラッシュアップを支援することで、商品力の向上を図る。また、「商談会の出展支援」

や「カタログによる販売促進・ビジネスマッチング支援」などにより、これらの商品の販路拡大を支援す

る。 

 

【目標②】 

小規模事業者が、IT を活用して地域に縛られず商圏を拡大し、安定的な経営を行うことを目指す 

 

【目標②達成のための方針】 

小規模事業者が、IT を活用して地域に縛られず商圏を拡大するために、各種支援において IT 利活用支

援を実施する。具体的には、経営分析支援の際に事業者のデジタル化・IT 活用の状況を分析する、事業計

画策定支援の際に事業計画の策定を希望する事業者に対し IT 専門家派遣を実施する、販路開拓支援の際

に「SNS 勉強会による販売促進支援」を実施する。 

また、効果的な支援に向けて、当会内においても IT・デジタル化支援能力の資質向上を図る。 

 

【目標③】 

上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、地域経済

を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 

 

【目標③達成のための方針】 

経営分析、事業計画の策定、策定後の実施支援の各局面で、経営力再構築伴走支援モデルによる支援を

実施する。具体的には、経営課題の設定から課題解決を支援するにあたり、経営者や従業員との対話を通

じて、事業者の自走化のための内発的動機付けを行い、潜在力を引き出す。 

 また、これを実現するために、経営指導員等の資質向上を実施する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

【令和 5 年 11 月現在】 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支援

事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 等） 

 

 法定経営指導員 1名

 補助員 1名

南牧村

産業建設課

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名： 高見澤 崇男 

連絡先： 南牧村商工会 TEL.0267-96-2134 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援計画の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直

しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒384-1302 

長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口 966 番地の 17 

南牧村商工会 

TEL： 0267-96-2134 ／ FAX： 0267-91-4350 

E-mail： m-shoko@minamimaki.or.jp 

 

②関係市町村 

〒384-1302 

長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口 1051 

南牧村 産業建設課 商工観光係 

TEL： 0267-96-2211 ／ FAX： 0267-96-2158 

E-mail： shouko@vill.minamimaki.nagano.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

必要な資金の額 360 360 360 360 360 

 需要動向調査 70 70 70 70 70 

 経営状況の分析 50 50 50 50 50 

 事業計画策定支援 70 70 70 70 70 

 事業計画策定後の実施支援 70 70 70 70 70 

 新たな需要の開拓 100 100 100 100 100 

       

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費、国補助金、県補助金、村補助金、事業受託費、受益者負担金、伴走型補助金等で充当 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


